
茅ヶ崎市手数料条例及び茅ヶ崎市建築審査会条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

令和８年３月３０日 

                           茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市条例第１６号 

茅ヶ崎市手数料条例及び茅ヶ崎市建築審査会条例の一部を改正する条例 

（茅ヶ崎市手数料条例の一部改正） 

第１条 茅ヶ崎市手数料条例（平成１２年茅ヶ崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１の１２３の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年

法律第７８号）第１０５条第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律（平

成１４年法律第７８号）第１６３条の５９第１項」に改め、「容積率」の次に「又は各

部分の高さ」を加える。 

別表第２の１２の項中「１９の項まで及び２３の項」を「２１の項まで及び２５の項

」に改め、同表１３の項中「８の項の中欄」を「１０の項の中欄」に改め、同表１４の

項中「９の項の中欄」を「１１の項の中欄」に改め、同表１５の項中「１０の項の中欄

」を「１２の項の中欄」に改め、同表１６の項中「８の項の中欄」を「１０の項の中欄

」に改め、同表１７の項中「９の項の(2)」を「１１の項の(2)」に、「９の項の中欄」

を「１１の項の中欄」に改め、同表１８の項中「１０の項の中欄」を「１２の項の中欄

」に改め、同表１９の項中「８の項の中欄」を「１０の項の中欄」に改め、同表２０の

項中「９の項の(2)」を「１１の項の(2)」に、「９の項の中欄」を「１１の項の中欄」

に改め、同表２１の項中「１０の項の中欄」を「１２の項の中欄」に改める。 

（茅ヶ崎市建築審査会条例の一部改正） 

第２条 茅ヶ崎市建築審査会条例（昭和６０年茅ヶ崎市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７

８号）第１０５条第２項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成１４年

法律第７８号）第１６３条の５９第２項」に改め、同条第４号中「マンションの建替え

等の円滑化に関する法律第１０５条第２項」を「マンションの再生等の円滑化に関する

法律第１６３条の５９第２項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


